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23 アルバイトについて 

 

アルバイトについて 

（１）原則的に許可制である。 

（２）下記の許可条件がある。 

   ①長期休業中に限定する。（学年末・学年始,夏季・冬季） 

   ②3 年生で進路決定（合格ないし内定）後は平常日、土日も可とする。 

   ③保護者の同意による。 

   ④欠点保有者は認めない。 

（３）特別な事情を有する対応については個別に審議する。  

 

※【特別な事情の解釈】 

１ 収入の主たる保護者の死亡または重大な疾病のために収入が無くなる場合。  

２ 公的な生活保護や就学援助費、また各種奨学金などの補助を受けながらも生活を

維持できない場合。 

 

 


